
シ
ベ
リ
ア
戦
後
強
制
抑
留
者
の
か
た
で
、

平
成
22
年
６
月
16
日
現
在
で
日
本
国
籍
を
有

す
る
ご
存
命
の
か
た
を
対
象
に
、
特
別
給
付

金
を
給
付
し
ま
す(

既
に
給
付
し
た
か
た
を

除
く)

。
請
求
の
受
け
付
け
は
来
年
３
月
31

日
ま
で
。
独
立
行
政
法
人
「
平
和
祈
念
事
業

特
別
基
金
」
か
ら
対
象
者
に
お
送
り
し
た
請

求
書
類
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。
対
象
者

で
書
類
が
届
い
て
い
な
い
か
た
は
同
基
金
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
同
基
金
へ
。

☎
０
５
７
０-

０
５
９
２
０
４(

平
日
の
午
前

９
時
〜
午
後
６
時)

厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
託
さ
れ
た
相
談
員

が
、
戦
没
者
の
ご
遺
族
や
戦
傷
病
者
の
か
た

に
対
す
る
生
活
上
の
相
談
や
、
各
種
年
金
・

給
付
金
、
福
祉
制
度
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま

す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

戦
没
者
遺
族
相
談
員

●
菅
原
継
昭
さ
ん(

保
戸
野
原
の
町)

☎(

８
２
４)

３
６
５
３
　

●
足
利
繁
明
さ
ん(

河
辺
畑
谷
字
大
又)

☎(

８
８
２)

４
１
５
７
　

●
伊
藤
薫
さ
ん(

広
面
字
赤
沼)

☎(

８
３
５)

３
１
４
６

戦
傷
病
者
相
談
員

●
佐
藤
イ
サ
さ
ん(

柳
田
字
石
神)

☎(

８
３
３)

２
６
８
０
　

●
高
橋
ヤ
ス
さ
ん(

南
通
築
地)

☎(

８
３
４)

２
２
５
３

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
「
秋
田
市
企
業

情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
は
、
市
内
の
事
業
所
の

広
報
活
動
、
受
注
・
発
注
の
拡
大
を
支
援
す

る
も
の
で
、
現
在
、
約
千
900
の
企
業
が
登
録

し
て
い
ま
す
。
月
間
の
ア
ク
セ
ス
数
は
10
万

件
以
上
で
す
。
新
規
登
録(

無
料)

も
随
時
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

秋
田
市
企
業
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

h
ttp
://w
w
w
.city.akita.akita.jp

/city/in
/p
r/co
rp
in
fo
/

●
問
い
合
わ
せ

商
工
労
働
課
商
工
振
興
担

当
☎(

８
６
６)

２
４
２
９

秋
田
市
内
の
業
者
が
、
秋
田

市
で
と
れ
た
農
畜
水
産
物
を

主
原
料
と
し
て
作
っ
た
加
工
品
を
「
秋
田
市

地
域
特
産
品
」
と
し
て
認
定
し
ま
す
。
認
定

期
間
は
原
則
３
年
で
、
認
定
証
を
交
付
す
る

ほ
か
、
特
産
品
マ
ー
ク(
右)

を
使
用
で
き
ま

す
。
ま
た
、
地
産
地
消
を
推
進
す
る
各
種
イ

ベ
ン
ト
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
ま
で
に
認
定
さ
れ
た
地
域
特
産
品

モ
ロ
ヘ
イ
ヤ
め
ん(

雄
和)

、
寒
麹(

旭
南)

、

ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
ジ
ャ
ム(

河
辺)

な
ど
23
品

特
産
品
の
応
募

農
業
農
村
振
興
課(

八
橋

本
町
六
丁
目
12-

１)

に
あ
る
申
請
書
で
、
12

月
５
日
(月)
か
ら
22
日
(木)(

必
着)

ま
で
に
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
加
工
品
に
つ
い
て
細
か

な
規
定
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
　
農
業
農
村
振
興
課

☎(

８
６
６)

２
１
１
６

都
市
計
画
道
路
「
上
北
手
雄
和
線
」
の
都

市
計
画
変
更
案
を
お
見
せ
し
ま
す
。
ご
覧
に

な
り
た
い
か
た
は
直
接
、
市
役
所
４
階
の
都

市
計
画
課
へ
ど
う
ぞ
。
な
お
、
閲
覧
期
間
中

に
変
更
案
へ
の
意
見
書
を
提
出
で
き
ま
す
。

閲
覧
日
時

12
月
８
日
(木)
か
ら
22
日
(木)
ま
で

の
平
日
、
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

●
問
い
合
わ
せ

都
市
計
画
課

☎(

８
６
６)

２
１
５
２

北
部
墓
地(

飯
島
字
堀
川
84-

180)

と
河
辺
墓

地(

河
辺
和
田
字
岡
村
164-

２)

の
使
用
者
を
募

集
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
生
活
総
務
課

MATION
●市　役　所　か　ら　の　お　知　ら　せ

INFOR-人口 23.11.１現在

●人口／323,355人(+44)

●男／152,217人(+20)

●女／171,138人(+24)

10月分・出生 174人

・死亡 267人

・転入 636人

・転出 499人

（）内は前月比

●世帯／135,584世帯(+106)

12月10日(土)～16日(金)は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」拉致問題など、北朝鮮による人権侵害問題に対
する認識を深めましょう。詳しくは法務省のホームページをご覧ください。http://www.moj.go.jp/JINKEN/

シ
ベ
リ
ア
戦
後
強
制

抑
留
者
に
特
別
給
付
金

１

６
今
年
度
最
後
の
募
集
で
す

市
営
墓
地(

北
部
・
河
辺)

の
使
用
者
を
募
集

３
企
業
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
を
ご
活
用
く
だ
さ
い

２
戦
没
者
の
ご
遺
族
や
戦
傷
病
者

年
金
や
給
付
金
な
ど
の

相
談
は
専
門
相
談
員
へ

４

５
都
市
計
画
の
変
更
案
を

お
見
せ
し
ま
す

秋
田
市
地
域
特
産
品
を

募
集
し
ま
す
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(

市
役
所
分
館
３
階)

、
北
部
・
西
部
・
河

辺
・
雄
和
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
ア
ル

ヴ
ェ
駅
東
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
募
集

案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
に
な
る
か
、
生

活
総
務
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☎(

８
６
６)

２
０
７
４

対
象

次
の
①
〜
③
の
す
べ
て
を
満
た
す
か
た

①
市
内
に
住
所
ま
た
は
本
籍
が
あ
る

②
市
内
に
住
所
が
あ
り
独
立
し
た
生
計
を
営

む
保
証
人
を
届
出
で
き
る

③
遺
骨
を
自
宅
や
寺
院
に(

一
時)

保
管
し
て

い
る
か
た
で
、
遺
骨
を
埋
蔵
す
る
お
墓
が

な
い
、
ま
た
は
改
葬
を
希
望
す
る
　
　

申
込
受
付
日
時(

予
定
区
画
数
に
達
す
る
ま

で)

12
月
28
日
(水)
ま
で
の
平
日
、
午
前
８

時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

申
込
受
付
場
所

生
活
総
務
課(

分
館
３
階)

秋
田
駅
前
に
あ
る
公
営
駐
車
場
で
は
、
冬

期
間
の
バ
イ
ク
保
管
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

料
金

１
か
月
…
２
千
500
円
　
２
か
月
…
４

千
500
円
　
３
か
月
…
６
千
500
円

※
通
常(

１
日)

の
料
金
は
200
円
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
秋
田
市
駐
車
場
公
社

☎(

８
３
２)

１
１
８
１

12月の土・日、祝日と年末に次の日程で納付窓口を
開設します。時間は午前８時30分～午後５時15分。
納付の相談もできます。

固定資産税第３期と国民健康保険税第６期の納期限
は来年１月４日(水)です。納付には便利な口座振替を
ご利用ください。また、納期限が過ぎた市税があるか
たは12月中に納付するようお願いします。

休日も納付窓口を開設します

窓口開設日�12月10日(土)・11日(日)・17日(土)・
18日(日)・23日(金)～25日(日)・29日(木)・30日(金)

市・県民税、固定資産税、軽自動車税など
…納税課☎(866)2058(市役所２階。守衛室側の入
口からお入りください)

窓口開設日�12月17日(土)・18日(日)

12月は市税完納強調月間

国民健康保険税…国保年金課収納推進室
☎(866)2189(市役所議場棟１階。本庁舎側の入口
からお入りください)

７
冬
の
間
、
バ
イ
ク
を

お
預
か
り
し
ま
す

国の制度改正により、所得税と市・県民税を計算す
るときに所得から控除される「扶養控除」の額が下表
のとおり変わります。子ども手当の創設に伴い「16歳
未満」は控除対象外に、また、高校の授業料無償化に
伴い「16歳～18歳」の控除額が減額になります。詳し
くは市民税課へお問い合わせください。☎(866)2055

来年７月から行うごみ有料化の対象は、
「家庭ごみ」です。「資源化物」「粗大ごみ」の
収集はこれまでと変わりません。
来年７月以降は、手数料を上乗せした新し

い家庭ごみ用袋を使っていただきます(来年
６月ころから販売予定)。手数料はごみ袋の
容量１㍑あたり１円です。例えば20㍑サイズ
の袋を買う場合は、袋の価格に１枚につき20
円の手数料を上乗せした額で購入することに
なります。なお、現在の家庭ごみ用袋(赤い
文字)は来年７月以降は使用できなくなりま
すので、計画的な購入・使用をお願いします。

問い合わせ 環境都市推進課☎(866)2943
年末調整、所得税申告、市・県民税申告など

＊市・県民税の非課税限度額を計算するときは、16歳
未満も含めた扶養親族の人数を用います。今回の改
正で16歳未満の扶養控除は廃止されますが、年末調
整、所得税の確定申告、市・県民税申告のときは、
16歳未満の扶養親族も忘れずに申告してください。

有料化に関するお知らせの今後の日程

●来年１月から、地域センターなどを会場に
説明会を開催します(日程は広報あきた12
月16日号でお知らせします)
●来年６月にパンフレットを全戸配布します
●市ホームページや広報あきたで随時お知ら
せします

家庭系ごみの
有料化は来年７月から

扶養控除の額が変わります

NHK海外たすけあいにご協力を 寄附金は郵便局や金融機関などで12月25日(日)
まで受け付けています。詳しくは、日本赤十字社秋田県支部へ。☎(864)2731広報あきた 平成23年12月２日号07




